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1.は じめに

本稿は、長野県東御市T地区で宅老所 Iを運営す

るNPO法 人 Fの取 り組みを整理することを通 して、

宅老所が地域社会において果たす役割 と意義・課題

'こ

ついて検討 しようとするものである。後述するよ

うに、宅老所は 1990年代以降大幅に数を増や し、近

年では一部が 「小規模多機能型居宅介護」事業所ヘ

転換するなど、多様化の局面にある。そ うした今日

1奪客老所の現状について理解することが本研究の第

熙 蓼 ン ン 戦替雷』脅

ど走轟轟 とと奉桑韓整|や磁事業所への譲渡などに至

る―事震毛長られる |=寝寵毒癖議騎ど2髄7年 I豆 霜連

爵!=そ うしたたかで、奉議でとりみtデる宅老務 I

:ま、黒学整首をし、キとつ叢極鶏モニ事業を強大し
つ
てお

り注目に値する事開であるといえる
=

宅老所とは、「地域の中で小規模で、家庭的な雰囲

気を持ち、老いの仲間と共に、通い、おまり、ある

いは住み込む等の共同生活を支える、社会的な小規

模多機能型地域共生ケアホーム」(井上・賀戸 1997:

48)を さす。今 日では宅老所は 「小規模ケア施設」

あるいは「小規模多機能施設」ともいわれる。後述

するように、日本における宅老所は、1980年に認知

症高齢者を介護する家族向けのサービスとして開設

されたのがはじまりとされる。それらの活動を含め、

地域のなかで小規模なデイサービス 1)や グループホ

ーム2)な どを含む取 り組み全体が「宅老所」と呼ば

れるようになった (平野・高橋・奥日2007129-30)も

宅老所が設置された主たる理由の一つは、大規模福

社施設におけるケアのオルタナティブの提案である

(全国高齢者小規模ホーム研究会編 1997:16)。 そ

のため、宅老所では、国や自治体の制度に乗らない

数自のサービスを含む多様なサー ビスを、利用者の

ニーズに対応 しつつ小規模・家庭的な雰囲気のなか

で地減社会において提供 してきた。

宅老所に関する先行研究は数多くあり、それは主

に①宅老所の運営やサービス提供、福祉にかかわる

研究者によるものと、②民家・住宅の利用に関した

建築学や工学の立場からの研究とがある3)。 宅老所

の歴史や実態については、既にこれぢの研究のなか

で整理されている。前者のうち、宅老所の歴史や機

能について比較的よく整理されてお り、地域社会に

おける宅老所の役害1についても触れているのが、平

野 (2005)、 平野・高橋・奥日 (2007)、 高橋 (2003)

で あ る。 全 国 高 齢 者 小 規 模 ホ ー ム研 究 会

(1997:12‐ 15)や高橋 (2003:83‐ 85)に よれば、宅老

所には 6つの特徴がある。それは、「地域化」、「少人

数イとと、「建物の小規模化」、「家庭生活化」、「個別化」、

:多機能 fヒどである4)。
地域社会との関連でみた宅

老所の特顔をま、何まりも地域化にある。すなわち、

宅著講 !ま I人 々が住み債れた地域で高齢期を過ごす

ための重要な鍵点 となる可能性が大き」く (高 橋

2003:85'、 住民同士による支え合いのネットワーク

づくりの拠点、地域活動の拠点 (高橋 2003:71)と

なりうるという。同様の指摘は、利用者、宅老所の

スタンフ、ボランティアなど多様な人々が参加 し結

びつく場としての宅老所 (本郷・多田 2003:203)、

という点にも見いだされる。本稿では、先行研究で

既に指摘された″点の確認を含めて、宅老所は地域社

会とくに利用者とそれ以外の住民にとつてどのよう

な意義をもつのかについて検討する。

なお本稿は、2009年 11月 から2011年 3月 まで複

数回にわたって、宅老所 I関係者、利用者および利

用者の家族、宅老所 I周辺の地域住民、宅老所 Iと

関わりをもつ商店主、東御市福祉課関係者などにヒ

ヤ リングを実施 した成果である。以下では、先行研

究を参熙しながら日本および長野県における宅老所

の展開について整理 し (第 2章 )、 つづいて宅老所 I

の活動の概要 (第 3章 )、 宅老所 Iが 地域社会で果た

す意義と課題 (第 4章)について論 じる。なお、先

行研究のなかでは、宅老所の課題 として、専任スタ
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ッフをもたない NPO法人である宅老所について、

経営面での不安が挙げ られている (本 郷・多田

2003:202-204)。 ただし、そこでいわれる経営面で

の不安要素は、すべての宅老所にあてはまる課題と

いうよりも、本郷・多田が調査対象とした NPO法

人の特殊性に規定されている。つまり、法人に専任

スタッフがいないことや、介護保険の指定事業者で

はないことなどに起因するものである。 とはいえ、

後述するように経営面での安定性は多くの宅老所の

課題でもある。

2.宅老所の展開

宅老所 Iの事例の検討に入る前に、日本における

宅老所の展開および長野県における宅老所に関する

施策の動向の要点について述べておこう。 日本にお

ける宅老所は、1980年 に「託老所」という名称で、

京都の 「呆け老人を支える家族の会」の会員が別の

会員の世話をしたことがはじまりだといわれている。

同様の取り組みがデイサービス (1983年)と して展

開され、さらに、1987年には通所・宿泊・居住サー

ビスを提供する施設 (「 ことぶき園」)も 登場するよ

うになる。1991年には託老所ではなく宅老所という

名称が用linら れるようになり (「 宅老所よりあい」)、

その後宅老所という名称が全国に広がっていつた。

サービスの種類が増えるだけでなくt利用者も、認

知症高齢者にくわえて、子どもや障害者などの、多

様な人びとを含むようになつた (平野・高橋・奥田

2007i28-31)。

これ らの民間の動きに対 して、1980年代後半から

は自治体や国も支援をは じめる。東京都 (1987年 )、

新潟県 (1988年 )、 滋賀県 (1988年 )、 栃木県 (1989

年)な ど一部の自治体が認知症高齢者を主な対象 と

するデイサービスやデイホームを事業化し、補助金

を支給しはじめ、1992年には国が E聖デイサービス

を、1997年にはグループホームを制度化した。2000

年度からの介護保険制度実施にさいしては、介護保

険指定事業者の認定を受けた事業所も少なくない。

さらに、2006年には介護保険法が改正され、「′よヽ規

模多機能型居宅介護」が制度化されている (平野・

高橋・奥田 2007:28-31)。 こうして、一部の宅老所

やグループホエムは「小規模多機能型居宅介護」事

業所に転換 した。ただし、「′Jヽ規模多機能型独居介護」

事業は、宅老所が積み上げてきた小規模多機能サー

ビスの全てを反映させた制度ではなかつたため、宅

老所のなかには 「小規模多機能型居宅介護」事業所

に転換 しなかつたところも少なくない (宅老所・グ

ループホーム全国ネットワーク小規模多機能ホーム

研究会編 2006:40‐ 41)5)。 なお、1998年の調査によ

れば、グループホームを含めた宅老所の数は全国で

600箇所を超え (平野・奥田・池田2010:151)、 そ

の後も増えているとみられるが、宅老所の定義が曖

味であるため、現在の宅老所の正確な数は不明であ

る。

つぎに、長野県における宅老所に目を転じてみよ

う。長野県では、特に「共生ケア」
6)ぁ るいは「富

山型ケア」
7)と 呼ばれる方式を採用 し、高齢者のみ

ならず障害者 (児)や乳幼児の宅幼老所の利用を促

してきた。したがつて、「民家等の既存建物を活用 し、

高齢者あるいは高齢者とともに乳幼児や障害者 (児 )

が利用して、地域のニーズに応 じた様々なサービス

を提供する」デイサービス、グループホームなどを

宅幼老所あるいは「ヨモンズハウス」と・呼んできた

(長野県ホームページ)。 もつとも、高齢者のみを対

象とする事業所と、高齢者以外の幼児や障害者 (児 )

をも対象とする両者を合わせて、長野県では宅幼老

所と呼んでいる
8)。 ただし、全国的にみると、高齢

者以外の利用者がいながらも、宅老所という名称で

呼ばれる事業所が多いため、本稿では宅幼老所を含

めて宅老所と呼ぶ。

長野県では 1996年 にはじめて宅老所が設置され

て以来、その数は漸増 していた。しかし、2002年度

に田中康夫知事 (当 時)の下で、「コモンズハウス事

業」として県による宅老所の施設整備への補助金支

出がはじまると、設置数が急増する (「信濃毎 日新聞」

2008年 1月 19日 c表 1も参照のこと)。 2004年度は

長野県による補助のピークで、宅老所が 46件設置さ

れ、2億 8000万円が補助された。2010年度までには、

長野県内に 390笛所の宅老所が開設されている (長

野県健康長寿課介護支援室資料)。 ただし、地域密着

型サービスに対する国の助成制度ができたことによ

って近年、県 tま補助を削減 している (森 2007:83)。

なお、2008年 3月 末現在の長野県における宅老所

の主な運営形態 !ま、通所介護 (236箇 所)、 認知症対

応型共同住居 (グループホーム、54箇所 )、 認知症

対応型居宅介護 (26箇所 )、 生きがいデイサービス

(13箇所)、 小規模多機能型居宅介護 (26箇所)と

なってお りt従たるサービスとして、緊急宿泊 (143

箇所 )、 障害児 (者 )タ イムケア (80箇 所)9)、 乳

幼児等一時預かり (62箇所)な どが提供されている

(長野県健康長寿課介護支援室)。
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表 1 長野県の宅老所の設置状況

3=宅を所 Iの概要と活動

宅老所 Iの概要を説明するに先だつて、宅老所 I

が設置されている東御市とT地区の概況について簡

潔に記 しておこう。

東御市は長野県東部に位置し、旧東部町と旧北御

狭章 とが 2004年に合併 して誕生した市である。合併

以後、同市の人日は漸増 してお り、現在の人口
・
は 3

万 1467人 (男性 1万 5477人 、女性 1万 5990人。2011

年 10月 1日 現在)で、その高齢化率は 23.5%(2008

年 9・ 月末現在、「市報とうみ」2009年 5月 号 :4)と

なっている。

t哀第市全体rま 5つの地区から構成されるが、T地

憂韓その うちのひとつであり、8つの自治会から成

義をもともと、T地区は宿場町だつたが 、明治時代

携鋒とこ本簿が廃業するなどして宿場としての機能が

豪握 した。1888年に鉄道 (国鉄)の駅が設置される

と、T地区は商店街としての機能をもち活性化 した

が、その後のモータリゼーションや鉄道和j用客の滅

少等にともない、商店街は衰退 している 1° )。 平成

16年度から5年をかけ「T地区まちづくり交付金事

業」として、市が駅前整備や商店街の無電柱化、自

動車による来客数の増加を期待 した駐車場整備を行

つたものの、商店街の来客数が大幅に増えるなどの

変化はみられない (「 市報とうみ」2008年 11月 号 )。

なお現在、東御市には宅老所もしくは宅幼老所と

いう名称を使つた福祉事業所が複数あるが、2010年

3月 の長野県の資料によれば、宅老所 【を含めて、

社会福社法人、NPO法人、社会福祉協議会、株式会

社などが運営する宅老所が東御市内には少なくとも

5箇 所 あ る (長 野 県 ホ ー ム ペ ー ジ 、

httpsノ /、vww.preinagano.略 jp/Syakaittouttkuん akttoro/

meibo21.htrn4No2、 2011年 5月 25日 アクセス)。 ま

た福祉課職員によれば、2011年 3月 現在東御市には

6箇所の宅老所・宅幼老所があるという。

つづいて、宅老所 Iで ある。旧東部町の社会福祉

差人Cで介護職員として 5年間の勤務を経た、代表

者兼理事 (2011年 3月 現在)の I氏 を中心として設

立されたのがNPO法 人 Fである。宅老所 Iは NP
O法人Fが運営する 11)。

宅老所 Iは 2006年 1月 に

開所したが、知名度の低さ、特に高齢利用者の少な

さなどから、当初の利用者は週に 2～ゴ人程度にすぎ

ず、経営が成り立たなかつたという (表 2)。 当初か

ら経営面での安定性を考慮し、利用者を子どもから

年 月

2004年

2005年 3月 末

2005年 4月

2005年 12月 1日

2006年 1月

立ち上げ準備開始

NPO法人の認証を受ける

NPO法人設立
*平成17年度に長野県コ東御市よリコモンズハ

ウス支援事業による劫成750万円を受ける

仮オープン(月 ～金曜。高齢者コ障害者口幼児
を対象とする。高齢者・障害者10名 、幼児2名

定員 )

開所
ネ当初は知名度が低く、週に2-3人程度の利
用者
*2007年 5月 頃までに運営が軌道にのる

農園で野菜栽培を開始
「就労継続支援B型」事業 として「I農 園」を運

よじめる
東京三軒茶屋で野菜販売開始。東御市内の

「道の駅」にも野菜を卸しはじめる

県の助成を受け「T元気まつげ」開催
「発酵チップハウス」が稼働しはじめる(冬季の

農園運営が可能 )

就労継続支援A型の認可を取得

「就労継続支援A型」事業を開始

「第二回T元気まつり」開催

障害者向けのグループホーム (定 員6名 )を開

2008年4月

2008年フ月

2008年 7月

2009年 10月

2010年 1月

2010年 4月

2010年 5月

2010年 9月

2011年 7月

表 3 宅老所 1の登録者数の変化

注1)18年度は資料なじ

注2)ちなみに23年度の就労継続支援A型は7人、B型 は14人である

高齢者までの幅広い年代、障害者 (児 )と していた

が、それにくわえて、開設後半年ほどで土曜・ 日曜

も営業することにした。それらの経営努力もあり、

利用者のロコミなどで登録者が増え、経営が安定し

ていつた (表 3)。 2011年 3月 現在、宅老所 Iは年末・

年始を除き無体であり、営業時間は 8時 30分から

17時 30分であるが、利用者の利便性を考慮 して早

朝や深夜の利用、緊急宿泊も受け付けている。また、

利用者が農業に従事するための農園を開設するなど

して事業を拡大していった。それまで自治会の子供

会が使用 していた畑が使われなくなったため、その

表 2 宅老所 |の展開

出所)とヤリングより筆者作成

19年 度

20年度

21年度

料より筆者作成

15

15          1

18          1
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土地を借 り受けている。ちなみに、宅老所 Iは 「小

規模多機能型居宅介護」事業所の登録はしていない。

それは、「小規模多機能型居宅介護」事業所に転換す

ることで利用者が東御市に限定される不利益、現在

のサービス提供で宅老所が十分機能を果たしている

ことなどを鑑みてのことである。現在、宅老所 Iは

子どもから高齢者までの幅広い年代の利用者に、通

所介護サービス (介護保険)、 介護保険外サービス、

介護保険認定者の緊急宿泊、障害者デイサービス、

タイムケア・障害児デイサービス、就労継続支援 A

型・B型 12)、
障害者 (児 )宿泊などを提供 している。

宅老所 Iの定員は、通所介護・障害者デイサービス

合わせて ょ0名 、児童デイサ‐ビス H型が 10名 とな

つている
13)。

4.地域社会における宅老所 1の意強

(1)利用者 B家族の視点

宅老所 Iの存在は、何よりも近隣地域に住む利用

者およびその家族にとつて重要な意味をもつ。4章
では、利用者およびその家族からみた宅老所の意義

と、それ以外の人びととからみた意義とに分けて検

討する。

第一に、宅老所 Iは、高齢者や障害者 (児 )な ど

の利用者に新たな居場所を提供 している。宅老所 I

が開設 したことは、東御市あるいはその周辺の市町

村に往む利用者・家族にとつて、通所 したり家族を

預けたりすることのできる選択肢が増えたことを意

味する。とくに、休 日や盆休み、深夜・早朝に利用

できること、既存の大規模事業所になじめない利用

者や障害者 (児 )・ 重度障害者 (児)な どを積極的に

受け入れる宅老所 Iの姿勢は、高齢者や障害者 (児 )

およびその家族にとつての利便性を高めている。

たとえば、ある若年性アルツハイマー症の女性利

用者のばあい、高齢者が多く、家庭的な雰囲気をも

たない大規模施設では自分の居場所を見いだせず態

度が落ち着かなかつたという。 しかし、宅老所では

高齢者以外の子どもや障害者がいること、女性が自

分の職業 (介護士)を活かして宅老所に来る障害児

などの面倒をみることに生き甲斐を見いだしたこと

などにより、この女性は宅老所で落ち着いた態度を

示すようになつた。

また、介護保険利用の 80代の男性は高齢独居者で

あるため、遠方に住む子どもが宅老所の利用を勧め

たという。宅老所 Iには子どもなど様々な利用者が

お り、おしゃべ り、たとえば、フィリピンで大半の

戦友が亡くなった事など戦争中の経験を自分とは異

なる世代に話すことを楽 しんでいるという。また、

宅老所では商店街で昼食をとることも認めているた

め、若い頃に比べて外食する機会が減ったこの男性

は商店街での外食を楽 しみにしているという。

別の介護保険利用の 80代男性は、大規模施設で日

課として行われるデイサービスになじむことができ

ず、それ以来、施設を利用することを止めていた。

しかし、家族の勧めで宅老所を利用 してみたところ、

家庭的な雰囲気が気に入 り、また宅老所と地元高校

との関わりの一環として高校での出張授業の講師依

頼を引き受けることなどに生き甲斐を見いだし、宅

老所に好んで通 うようになった。

また、問題行動のある高齢者や ADHD(注意欠陥・

多動性障害)め利用者のばあい、大規模施設では間

題行動を起こしていたが、農作業をはじめたところ、

行動が落ち着き、他の農作業従事者の指導をするよ

うになっている。 さらに、ある大規模施設と宅老所

Iを併用する重度障害者の利用者の母親によれば、

子どもが通 う大規模事業所は軽度障害者を主な対象

にしているため、自分の子どものような重度障害者

あるいは中程度の障害者には対応 しきれていないと

感 じ、宅老所 Iの利用をはじめたという。つまり、

重度障害者が利用するには施設の大手が不足 してい

るうえに、日々のメニュー (日 課)が決まってお り、

融通がきかないという。またこの大規模事業所は就

労支援に力を入れているが、就労を期待できない重

度障害者に必ず しも適さない内容であるという。

重度障害者だけでなく、障害児をもつ家族にとっ

ても利用施設の確保は切実な問題である。障害児向

けのサービスは、経営面で利益が出づらいといわれ

てお り、障害児向けのサービスを提供する事業所数

は他のサー ビスの事業所に比べて限られている。

2011年 3月 現在東御市内にある障害児デイサービス

事業所 (基準該当)は宅老所 Iのみである
と4)。

佐久

市、小諸市、上田市、御代田町などには児童デイナ

ービスもしくはタイムケアを提供する事業所がある

が 、いずれも東御市から通 うには遠く利便性に欠け

る 15す
。

また、農園を開設 した後の宅老所 Iでは、農作業

に従事することで症状が改善されるとか、落ち着き

を取 り戻したり、年下の利用者に農業指導をはじめ

たりする高齢者や障害者が見られるようになつた。

野菜の販売による収益の一部は農園利用者にも遺元

されている。なお、宅老所 Iは積極的に野菜の販路
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を開拓し、地元の飲食店や道の駅のみならず東京な

どの県外にも類路を拡大 した。さらに、イベン トで

の販売,こ簿害者を派遣することによって、障害者の

活動章こつ草`て理解 してもらう機会、障害者が施設の

外で議論する糠会が作り出された。

|こ 0主 う:工 、宅老所 Iが設置されたことによって、

穣躍者・家族の選択肢が増え利便性が向上 したこと

すま覇らかである。

(2)地域社会の視点

1宅老所 Iの開設によって、宅老所 1に関わる人び

とあるいは周辺の人びとが和j用 者とくに障害者につ

普`て日常的に接 し、理解が促 された。

宅老所 Iの近隣住民 (50代男性)に対するヒヤ リ

ングによれば、宅老所 Iの開設にあたって抵抗がな

かつたわけではないという。宅老所 Iの設置を必ず

もも青定的にとらえる住民ばか りではなかった。 し

1守与ti盤‐の施設にはないサービスを宅老所が提供 し

|て

=|る
簾子を霞とし、また障害者に頻繁に接するこ

とで簿害者や施設に対する理解が次第に深まってき

とを筆言うi St,

|をを誘 Iは、施設が手狭なこともあり、高齢者や

砦害者を積極的に地域社会や農園に出している。具

舞韓には近隣の喫茶店や理容店、食堂、その他の商

憲などの店舗や駅である。利用者自身が町中に出る

ことを好んでいるだけでなく、店舗側もわずかとは

いえ利用者が増えることを歓迎 している。たとえば、

宅老所 I近隣の理容店では、宅老所の利用者が月 2

人程度来磨 しているというし、喫茶店も施設の利用

者や保護者の利用が増えたという(2011年 3月 現在 )。

ただ し特有の行動をとる障害者もいるため、理容店

主態あらかじめ宅老所の職員に注意点を聞いてから

親劇者を受け入れている。

このように、宅老所の利用者が地域社会に積極的

tこ 出て行くことは、商店街にとつてもささやかでは

あるものの利用者の増加に結びついている。上述の

理容店や喫茶店、食堂、パン屋なども利用者が増え

ているという。また、県の補助金 (「 地域発元気づく

り支援金」)を受けたまつ りを、NPO法人Fの主催

で 2009年・2010年 に行つた (「Tげんきまつ り」)。

そのさい、宅老所 Iと 関わりのある飲食店が出店 し、

敷食店の売 り上げ増加に結びついたという。

さらに、高橋 (2003)本郷・多田 (2003)の指摘

するように、宅老所 Iにおいても、近隣住民が調理

や送迎、介護などを担当するボランティアとして登

録するなど、宅老所が地域社会と利用者が交流する

ネットワークづくりの場ともなっていること、福祉

の利用について障害者やその家族が相談する場とな

つていることが見いだされる。

とはいえ、これまでのところ、宅老所 Iが地域社

会を大きく変えるまでには至っていない。行政や自

治会あるいは行政と積極的に結びついて事業所を開

設するという経緯をたどらなかつた宅老所 Iの影響

は、自治会や町内会、市などの地域社会全体に直接

及ぶというよりも、む しろ、ボランティアや利用者

あるいはその家族、野菜販売や利用者の紹介などで

かかわりをもつ商店主や宅老所の近隣住民などを介

した、部分的なものにとどまっている。

5. t店オ〕りに

みてきたように、宅老所 Iの存在は、第一に、地

域にあった福祉的な課題・潜在的ニーズを掘 り起こ

し、利用者もしくは潜在的利用者の生活課題を浮き

彫 りにした点で評価できる。すなわち、それは休 日

や時間外のサ‐ビス不足や、障害者 とくに障害児・

大規模施設になじむことのできない高齢者・障害者

のサービス提供が不足 していたということである。

大きく地域社会を変えるまでには至っていないもの

の、宅老所 Iは、地域における福祉的課題を浮き彫

りにし、それを解決する糸日を提供 し、またそうし

た動きの費同者を獲得している。

さらに、2011年 3月 現在、I氏 は地域に住む障害

者をめぐる新たな課題を見出し、新たな事業を展開

しようとしているゃそれらの課題 とは、たとえば、

障害者の雇用の場が少なく、高校卒業後の日中の居

場所がないこと、親が亡くなった後の障害者の居場

所の利用可能な選択肢 として、現在居住する地域社

会を離れて遠方の施設入居することしかないこと、

問題・課題のある就学前・就学後の障害児のケアが

不十分であること、情報を持たず福祉サービスにア

クセスできない障害者の存在などである。    .
第二に、宅考所 Iは地域住民・利用者にとっての

福社の選択肢を増やしたのみならず、障害者や高齢

者を地域社会に溶け込ませ、相互理解を深める役割

をはたしている。もつとも、宅老所 Iと 地域社会と

のあいだには、ヒト (ボ ランティア、利用者)、 モノ

(農産物)、 カネの面で結びつきがあるとはいえ、両

者の関わりも十分なものとはいえない。「保守的な商

店街が変わるわけがない」と I氏がい うように、一

宅老所 Iの存在が T地区や東御市の福祉にいかに影
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響を及ぼすのかについては、今後の展開を待つ必要

があろう。

なお、2012年に東御市は市長選を控えている。行

政からのサポー トを強く得てこなかつた宅老所 Iで

はあるが、宅老所 Iの代表者 I氏によれば、事業の

拡大には現東御市長 H氏の助言もあつたという。H

氏の去就が宅老所 Iの運営に何 らかの影響を与える

ことも考えられる。また宅老所 Iの運営は、何より

も現代表者のリーダーシップに依存しており、いず

れはリーダーの交代が問題 となってこよう。

なお、冒頭で示 したように、宅老所 Iにはこれま

でのところ経営面での不安はない。 しかし、宅老所

Iの ように小規模事業所の宅老所はケアプラン作成

事業者の認定を受けていないところも多く、ケアプ

ラン作成事業者が利用者を抱え込めばプラン作成を

しない事業者が十分な利用者を確保できない懸念も

ある。 さらに、大規模施設と宅老所、あるいは複数

の宅老所が利用者を奪い合 うことも考えられる
17)。

制度化された「小規模多機能型居宅介護」事業所

に転換 した宅老所、そして従来型の宅老所のそれぞ

れが独自性を維持 し、地域における存在意義をアピ

ールすることができるのかについても、「小規模多機

能型居宅介護」事業所である宅老所とそれ以外の宅

老所 とを比較 し、動向について今後検討する必要が

ある。
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注

1)通所介護の 1つで、施設でレクリエーションや心

身の回復機能訓1練 を行 うものである。

2)介護やケアが必要な高齢者や障害者などが、職員

の手を借 りながら共同で生活する住宅のことである。

3)前者は、宅老所の設立経緯、困難、宅老所がもつ

福祉的な機能、宅老所のネットワーク、サービスの

実態などについて検討している。たとえば、井上・

賀戸 (1997)、 賀戸・林 (2005)、 「駒どりの家」運営

委員会 (1998)、 下村 (2001)、 平野・高橋・奥田(2007)、

本郷・多日 (2003)な どを参照のこと。とくに『宅

老所・グループホーム白書』 (ただし、2008年度版

から『宅考所・小規模多機能ケア白書』に変更)で

は、宅老所 。小規模多機能ケア施設について、その

歴史、施設運営の現状と課題が示されている。後者

については、伊藤他 (2010)、 宮崎他 (2005、 2007)

などを参照ざれたい。

4)「地域化」とは、住民のボランティア参加、地域

住民と利用者・スタッフとの触れ合いなど、宅老所

と地域社会との関わりがあることである。「少人数

化」とは、利用者・スタッフ・ボランティアのいず

れも少人数であり、そのために、柔軟な対応ができ

ることをさす。「建物の小規模化」とは、宅老所の建

物が小規模である。宅老所のなかには古い民家など

を利用 している所が多く、家庭的な雰囲気をもつて

いる。「家庭生活化」とは、「小規模化」と重なるが、

多くの宅老所には日課がなく、家庭で過ごしている

ような雰囲気を味わえることである。「個別化」とは、

利用者のエーズや状態に宅老所がきめ細かに対応す

ることができ、たとえ利用者に問題行動があつても

柔軟に対応できることである。「多機能化」とは宅老

所では多様なサービス (通所、宿泊、居住など)を、

多様な利用者に提供することである (高 橋 2003:

83-85)。   ■

5)小規模多機能理居宅介護事業所に転換すること

のデメリットは、①利用者が複数の事業所を利用で

きないこと、②利用者が事業所のある市町村の住民

に限定されること、③軽度要介護者よりも重度者の

介護報gttが 高いこと、④宅老所の特徴である小規模

で家庭的な特徴を維持しづらくなったことなどであ

る (浅川2008:14-27)。

6)平野によれば、共生ケアとは「①地域のなかで当

たり前に暮らすための小規模な居場所を提供 し、②

利用の求めに対 しては高齢者、子ども、障害者 とい

う対象上の制約を与えることなく、③その場で展開

される多様な人間関係を、共に生きるという新たな

ヨ ミュニテ ィとして形作る営み」である (平 野

2005 : 14),

7)富出県で実施されている、乳幼児から高齢者、障

害者、障害をもたない人を利用者とする、福祉サー

ビスをさす。.主にデイサービスが提供 されている。

8)も つとも、長野県内においても、宅幼老所とい う

名称ではありながらも、実際のところは幼児等の利

用者がいないために、高齢者の利用に限定されてい

る事業所もある。

9)'「障害児(者 )タ イムケア」とは、「在宅の障害児者

の介護者が、一時的に家庭において介護できないと
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きに、登録介護者が時間単位で介護サー ビスを提供」 16)た とえば、障害のために大きな声を発す る利用

〈長野県ホームベージ)するものである。長野県で  者がいるが、この利用者の声を聞いた近隣住民が鳥    ・

|ま年 300時 FFIま で利用できる。  ・ を飼つているのか、と代表者 I氏 に尋ねてきたとい

■1  10昭和 30年代からT地区で洋品店を営んでいる男  う。それに対して鳥ではなく利用者の声であること

■  桂 tこ 主れま、とく,二 平成になつてから商店街の近く  や障害についての説明をしたところ、その後、利用

l   iこ 大手スーパーが進出し、商店街が大幅に表退しは  者について近隣住民が気にかけるようになったとい

じめたという
= 9。

■  11)代表者 I氏 によれば、社会福祉法人Cの ような  17)実際、東御市側が大規模施設への高齢利用者の

|‐   大規模施設でのケアの在 り方に疑間を抱いたこと、I  紹介を積極的に行つている反面、小規模な宅老所に

1   氏の考える利用者目繰での介護のあり方に施設側が  対してはtま とんどないという見解を、宅老所 Iの代   ・

1   費同しなかったことが独立の契機になったという。   表者からのみならず、東御市で別の宅老所を運営す

■  12)就労継続支援とは、障害者に就労機会を提供す  るNPO法人の責笹者からも得られた (2011年 3月

|   るとともに、就芳tこ 関する訓練を行うものである。   とヤリング),

■  A型 のばあとヽ、利用者は事業所とのあいだに正規の

|! 雇届契約を結び、最低賃金以上の賃金を得ることが  争考文献

|‐|  できる。これに対して B型のばあい、雇用契約は結  1)浅 川澄一『宅老所は小規模多機能型で変わるか

|   だれず、利用者が獲得する工賃が著しく低い。    PART I』 全国コミュニティライフサポー トセンタ

||l tttNPO法人Fは 20H年 7月 に、児童デイサービス  ー、2008

111111ま鐘 =理 型、グループホーム等の事業を新たに開始し  2)伊藤綾子・竹下あゆみ・日上健一「施設基準から

■| 1毛辞、その事業内容や定員は本稿には反映されてい  みる宅老所の空間と共生ケアの地域展開 ――共生

|■ 毒Lこぅというのは、本稿のもととなつた調査は2011  ケアを行う宅老所の建築計画」『 日本建築学会研究報

|■ 等S電 tこ 実施しているからである。なお、「児童デイ  告』日本建築学会、VOL.49、 pp69-72、 2010

1  十一どス」とは、自立支援法の「介護給付」サービ  3)井上英晴・賀戸一郎『宅老所 「よりあい」の挑戦

|   スであり、その単価は時間単位ではなく回数単位で  一一住みなれた街のもうひとつの家』ミネルヴァ書

1  定められる。日中一時支援とは「地域生活支援事業」 房、1997

1 ‐ の一つであり、時間単位で報酬単価が支払われる。  4)賀 戸一郎・林裕― 「幼老共生ケアに関する研究

!  曇立支援法に基づき、従来の「児童デイサービス」  一一「このゆびと―まれ」の実践を中心に」『西南学   ・

■ ■が、垂幼児を7割以上受け入れている「児童デイナ  院大学教育・福祉論集』VOL,4、 西南学院大学学術

|‐  ‐ゴス L型 と,学齢児を3割以上受け入れている  研究所、NO.2、 ppl_30、 2005

・長董デイサービス H」 型とに区分されるようにな  5)黒木邦弘「宅老所と地域支援ネットワークの相互

うたこ後者の方が、前者の 5～6割 という報酬単価で  補完的関係一一ノーシャルカンファレンスという実

ある (日 紫喜・津止 2007)。 践モデル」『人間科学共生社会学』九州大学人間環境
主導 児童デイサービスは、もともと社会福祉協議会  科学研究院、VOL.6、 pp卜 12、 2008

=こ

預東部町の委託で事業をしていたが、社会福祉法  6)「駒 どりの家」運営委員会編『「駒どりの家」物語
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